
　

も
う
す
ぐ
真
夏―

。
水
に
親
し
む
季
節
が

や
っ
て
き
ま
す
。
水
道
の
蛇
口
か
ら
ほ
と

ば
し
り
出
て
く
る
水
の
一
口
に
、
噴
き
出
す

汗
を
ひ
と
と
き
忘
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

日
ご
ろ
か
ら
水
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
私

た
ち
は
、
大
切
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、
守

り
育
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

６
月
１
日
㈭
か
ら
７
日
㈬
は
「
水
道
週

間
」。
あ
な
た
も
こ
れ
を
機
会
に
水
道
の
大

切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

せ
っ
か
く
家
庭
で
節
水
を
し
て
い
て

も
、
漏
水
し
て
い
て
は
何
も
な
り
ま
せ
ん
。

ち
ょ
っ
と
の
漏
水
で
も
、
積
み
重
な
る
と
か

な
り
の
量
。
あ
な

た
の
お
宅
は
大

丈
夫
で
す
か
？

　

水
道
使
用
量

が
急
に
増
え
た

り
、
水
道
料
金
が

い
つ
も
よ
り
多

く
な
っ
て
い
ま

　

６
月
２
日
㈮
、
市
内
水
道
指
定
工
事
事
業

者
、
高
齢
者
家

庭
相
談
員
の

方
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
本

庁
地
区
の
ひ

と
り
暮
ら
し

高
齢
者
家
庭

（
７０
歳
以
上
）
を

巡
回
訪
問
し
、

給
水
装
置
の

無
料
点
検
を

行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

水
道
課（
内
線
７
１
３
）へ
。

せ
ん
か
？
こ
の
場
合
、
家
中
の
蛇
口
を
全
部

閉
め
て
も
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

が
回
っ
て
い
れ
ば
、
宅
内
の
ど
こ
か
で
漏
水

し
て
い
ま
す
。
給
水
装
置
指
定
業
者
に
修
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

「安全と
おいしさごくり

水道水」

家
庭
で
漏
水
を
チ
ェ
ッ
ク

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
家
庭
を

巡
回
サ
ー
ビ
ス

６月１日㈭～７日㈬は

広報いよし(9)

上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、
次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

６

３㈯ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

４㈰ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

１０㈯ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

１１㈰ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

１７㈯ ㈲二宮水道工業 下吾川 ９８３－２８１９

１８㈰ 友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

２４㈯ 西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８

２５㈰ ㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

７

１㈯ 未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２

２㈰ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

８㈯ 岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６

９㈰ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

※中山地区、双海地区の簡易水道をご利用の方は、次の指定
工事事業者にお問い合わせください。

　中山地区　㈲升田金物店　☎９６７－００６７
　　　　　　㈲田中興業　　☎９６７－０５５８
　　　　　　㈱中山建設　　☎９６７－１０３５
　　　　　　㈲栄電機設備　☎９６７－１３１８
　双海地区　藤岡工業㈱　　☎９８６－０３５０

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始
に
つ
い
て

　

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
と
は
、
県
や
市
等
へ

の
各
種
申
請
・
届
出
等
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
続
き
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
、
６
月
か
ら
運
用
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
い
つ
で
も
ど
こ

か
ら
で
も
申
請
や
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
６
月
の
運
用
開
始
時
に
は
、「
住
民

票
の
写
し
等
の
交
付
申
請
」、「
上
・
下
水
道

使
用
届
書
」
な
ど
２２
項
目
の
手
続
き
に
つ
い

て
、
電
子
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
、
順
次
電
子
申
請
可
能
手
続
が
追
加

さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

詳
し
く
は
、

愛
媛
県
電
子

自
治
体
推
進

協
議
会
事
務

局
（
愛
媛
県

企
画
情
報
部

管
理
局
情
報

政
策
課
内
、☎
９
１
２
ー
２
２
２
８
）、
又
は
、

伊
予
市
総
務
課
行
政
担
当（
内
線
５
０
８
）へ
。

■
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ

え
ひ
め
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス

http://w
w
w
.e-ehim

e.lg.jp/navigate/m
u0
/


